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第８回 官民競争入札等監理委員会 

議 事 次 第  
 

 

 

                       日  時：平成 18 年９月 13 日（水） 16:30～ 18:30 

                       場  所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 （１）各省ヒアリング（徴収関係業務） 

    ・法務省 

    ・総務省 

    ・財務省 

    ・厚生労働省 

 （２）その他 

 

３．閉 会 

 

 

 



 

＜ 出席者＞  

 

（ 委員）  

落合委員長、斉藤委員長代理、小幡委員、樫谷委員、小林委員、田島委員、本田委員、

森委員、吉野委員 

  

（ 法務省）  

  田辺泰弘大臣官房司法法制部参事官 

 

（ 総務省）  

坂本森男自治行政局行政課長、寺崎秀俊自治税務局企画課理事官、米田耕一郎自治税

務局都道府県税課長 

 

（財務省） 

古谷雅彦大臣官房文書課企画調整室長 

西村善嗣国税庁総務課長、石川紀国税庁徴収課長 

 

（厚生労働省） 

堀江裕医政局国立病院課国立病院機構管理室長 

清川啓三労働基準局労働保険徴収課長、小林淳労働保険徴収課長補佐 

 

（事務局） 

   河内閣審議官、福下官民競争入札等監理委員会事務局長、櫻井参事官、熊埜御堂参事

官、野島参事官、堀内企画官、徳山企画官 
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○落合委員長  それでは、定刻になりましたので第８回「官民競争入札等監理委員会」を

始めさせていただきます。 

  本日は逢見委員、寺田委員、増田委員が御都合のために欠席です。 

  本日から今後の対象事業選定に向けた議論の参考とするために、関係省庁からヒアリン

グを実施することになります。 

  今回は徴収関係業務につきまして、法務省、総務省、財務省、厚生労働省からヒアリン

グを行います。 

  それでは、まず法務省からお願いいたします。 

（法務省関係者入室） 

○落合委員長  それでは、法務省から徴収業務と弁護士法、サービサー法等の関係につい

て、お伺いしたいと思います。法務省大臣官房司法法制部田辺参事官に来ていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  時間も限られておりますので、10 分でお願いをいたします。 

○田辺参事官  法務省の田辺でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

  各徴収業務の民間委託の関係につきまして、規制をかけている根拠法として、原則とし

ては弁護士法の 72 条がございまして、弁護士法 72 条の特例として、一部債権回収が認め

られているのが、いわゆるサービサー会社と呼んでおりますけれども、債権管理回収業に

関する特別措置法に基づく、債権管理回収業者が債権回収をすることが特例として認めら

れている位置づけになっております。特例で認められているサービサー法上も、今、御要

望が出ております税金、賃料等につきましては、対象となっていないので、原則に戻りま

して、弁護士法 72 条でできない関係にございます。 

  お手元に条文だけでございますが、資料を用意いたしております。５ページをごらんく

ださい。 

  今、申し上げたように原則規定が弁護士法ですので、そこに条文が書いてありますが、

要約して申し上げますと、弁護士でない者は云々かんぬんの法律事件に関して、法律事務

を取り扱うことができない規定になっております。法律事件を簡単に申し上げますと、法

律上の権利義務に関して、争いや疑義がある案件を言うと解されております。法律事務は、

法律上の効果を発生させたり、変更したり、そういうことが生じるような処理を言うとい

うことでございまして、既に不払いとなっている、いわゆる滞納している債権について請

求して、それを回収することは、ここで定められている法律事件に関する法律事務に当た

ると一般には解釈されております。 

  既に期限を過ぎて払っていないということですので、争いがあるわけでございまして、

争いの内容は、そもそも債務を負っていないという争いもあるでしょうし、債務は負って

いるんだけれども、お金がないので払えないという争いもございましょうし、争いの内容、

程度はいろいろだと思いますけれども、そのような法律事件や争いがあることで、延滞債

権の回収は、ここに該当するので、できないと解されております。 
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  条文の趣旨は、既に照会いただいたペーパーで法務省から回答しておりますように、資

格のない者に法律事件に関する法律事務の解決に当たらせることは、国民の利益を害する

ことでございます。 

  順序が逆になって恐縮ですが、１ページに書いてありますのは、特例で認められており

ます債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収業でございます。弁護士法の特

例として、法務省が許可をしました債権管理回収会社は、一定の債権回収ができる。弁護

士でなくてもできる仕組みになっております。ところが、これは先ほど申し上げた弁護士

法の例外でございますので、取り扱える債権が一定のものに限られております。 

  １ページの２の「（１）特定金銭債権の定義（取扱債権の範囲）」とあります。正確に

数えるともっと多いですけれども、そこに列挙してある合計 22 の債権回収に限られること

でございまして、これ以外は債権管理回収会社も請求して回収することはできないことに

なります。これは債権管理回収会社が認められた趣旨が、いわゆる不良債権処理の問題に

対する解決として認められたという事情がございまして、そういう事情から、いわゆる原

則として、金融機関の有する貸付債権などを対象としてつくられた法律でございますので、

それ以外のものについては趣旨が当たらないので、その他一般的な賃料や売買代金の債権

などについては、対象にされていません。 

  ということでございまして、いずれも弁護士法 72 条が根拠となりまして、御要望が出て

おります債権についての回収は、72 条に違反すると考えられます。 

  １つ補足いたしますと、先ほど申し上げた法律事務を取り扱うことができない規定にな

っておりますので、法律事務に至らない事務であれば、取り扱うことができると解釈して

おります。 

  これまでの整理では、債務者に対して、いわゆる請求行為をする、督促をする、催告を

するなどの行為は法律事務に当たるけれども、債務の確認をしたり、お支払いの御案内を

さしあげることは法律事務にはなりません。簡単にいいますと、あなたはこういう期限の

債務が幾ら残っていますと連絡するとか、例えばデータベースで債権管理をする業務につ

いては、ここの法律事務には当たらないので、現行法上でもできると解釈しております。 

 ですので、網羅的には把握しておりませんけれども、一部の行政機関では、その限度にお

きまして、民間委託をされている例があると聞いており、それは 72 条との関係で、今、申

し上げたような整理がついているので、その限度であれば問題がないと考えております。 

  簡単でございますが、よろしくお願いいたします。 

○落合委員長  ありがとうございました。 

  それでは、御質問、御意見のある委員は、御自由に発言をお願いいたします。時間の制

約がありますから、法務省からの回答も含めまして、17 時ぐらいをめどにさせていただき

ます。 

  それでは、お願いいたします。森委員、どうぞ。 

○森委員  今お話をお聞きしますと、いわゆる法務省が許可をしたら、いわゆる不良債権
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の問題で、弁護士法の 72 条を除外することで、例えば先ほど来いろんな意味で出ておりま

す税の問題を含めたものに対して、あくまでも弁護士法の中でしか考えられない。いわゆ

る法務省はこの件については許可をされたけれども、ほかのことについては許可をしない

というお考えを堅持されるわけですか。 

○田辺参事官  今の委員の御質問は、債権管理回収業者に、今ある決められた範囲ではな

くて、税金などを取り扱わせるようにできないかということですか。 

○森委員  ここに 22 載っていますね。こういう中に加えることができないのか。これは、

許可によってできないのかという質問でございます。 

○田辺参事官  取り扱う債権をどの範囲にするかにつきましては、以前からいろいろ議論

がございます。この債権をもっと拡大すべきではないかという御意見もありますし、そこ

は本来弁護士が扱う仕事なので、民間業者にやらせるべきではない、簡単に言いますと、

そういう議論になっておりまして、やはりそれぞれの債権の性質を見て考えないといけな

いと思っております。 

  ですので、現在ここの列挙している債権に準ずるものとか、理由があるものについては、

勿論改正してここに入れることはできると思いますけれども、例えば税金の問題になりま

すと、税金債権について、どう考えるかという個別の検討になるかと思います。 

  そこは財務省さん、金融庁さんからこの後ヒアリングかもしれませんが、１つは公権力

の行使に関する問題でありますとか、やはり中立、公正、公平が求められる世界でもある

ので、民間で効率的にやることがいいのかどうか。あるいは弁護士法との関係でいいます

と、先ほど申し上げた紛争のあるものは、本来弁護士がやる整理になっておりまして、税

金の問題でありますと、金額が多いものもございましょうし、控除がどうだとか、税金の

算定方法が不服だとか、紛争性があるために支払わないケースが多いのではないかと推測

しておりますので、難しいのではないかと考えております。 

○落合委員長  斉藤委員、どうぞ。 

○斉藤委員長代理  サービサー法の債権の内容の拡大問題は、今の指摘のように、日弁連

と法務省さんとの間でなかなか難しい問題があるんだと理解します。 

  サービサー法のときに、５億円以上の資本金と弁護士を必ず取締役に入れるという条件

によって、一応 72 条、77 条のところはカバーされていると思います。私はプロでないの

で全然わからないんですが、当時のやりとりでは、その辺で妥結があったように思います。

税なので違うのかもしれませんけれども、あえて考え方として、弁護士をもう少し強化す

ることを条件にするとか、何らかのことによって 72 条、77 条に関してだけ言えば、クリ

アーできることはないんでしょうか。 

○田辺参事官  弁護士法 72 条との関係で、サービサー会社が弁護士に準ずるといいますか、

ある程度適正が確保できるようにということで、今、まさに御指摘ございました弁護士を

取締役にするとか、資本金等の許可要件を厳しくして、かつ法務省の監督下に置き、行為

規制もいろいろかけることで縛りをかけておるので、そういう会社であれば、債権をもっ
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と増やしてもいいのではないかという議論は確かにございます。 

  その後は、要するに１つずつの債権をサービサー会社が取り扱うのが妥当かどうか。 

  先ほど申し上げたサービサーは、もともと設立された趣旨、目的がございますので、立

法目的から余りに懸け離れてしまうことになりますと、そもそもサービサーは、どういう

存在なのかにもなります。 

  税金の関係につきましては、先ほど申し上げたような税金特有の問題、あるいは紛争性

が高い債権は、今、サービサーに認められているのは、原則として貸付債権でございます

ので、貸したお金を払わないこと自体の紛争は、勿論債務の内容自体の争いもあるんでし

ょうけれども、基本的には履行しないところの問題が大きいのに対して、やはり税金にな

りますと、勿論経済的に支払いが困難な方もいらっしゃるんでしょうけれども、不払いの

理由がさまざまではないか。 

  サービサーは民間会社になりますので、どうしても利益という観点で仕事をすることな

りますが、そういうところに、税金を任せるのがいいのかという検討をしないといけない

かなと思っております。 

○落合委員長  ほかにございますでしょうか。樫谷委員、どうぞ。 

○樫谷委員  今のお話の中で、国税の方で取れるものは取ったらいいわけです。取れない

ものをどうしようかという話ですから、それは税金をどうするかという話ではなくて、今

まで取れていないものを効率的に取っていこうという話だから、問題はそんなにないので

はないかと思うんですが、それでも民間企業がそこに参入することに問題があると考えて

いらっしゃるんですか。 

○田辺参事官  取れないものには、取れない理由があると思います。取れない理由は、お

支払いにならないわけですから、お支払いにならない理由があって、そこに紛争があると

考えておりまして、紛争を間に立って解決するのは、弁護士だというのが現行の法制度の

建前になっています。 

  簡単にいいますと、余り大きな紛争でなければ、弁護士でなくても民間業者が間に立っ

て話をつけることはあるのかもしれませんけれども、非常に紛争性が高く、かつ税と言え

ば専門性が出てくる話だと思いますので、紛争性のある難しい債権を、しかも、税の徴収

の専門の方がやってできないものを、弁護士でない民間業者が扱うのは、かえって混乱を

する、あるいは問題が起きるのではないかと懸念してございます。 

○樫谷委員  私は税理士ですので、滞納の状況はある程度わかっているつもりですが、紛

争がないものも結構あるわけですね。そういうものについては、問題ないということです

か。紛争中のものと、紛争が確定してしまって、その後なかなか取れないものと、２つあ

ると思います。それはうまく仕分けができれば、問題がないと理解してよろしいんでしょ

うか。 

○田辺参事官  先ほど冒頭申し上げましたように、紛争の中身として、例えば税の算定に

ついて勿論紛争があることもございましょうが、お金が用意できないとか、あるいは制度
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自体について承服していないので払わないとか、そういうことも紛争の１つであると理解

しておりますので、それを含めた紛争性と理解しております。 

○樫谷委員  そういうふうになってくると、弁護士でも難しい話になるのではないですか。

制度そのものの話になってくると、弁護士でも解決できるお話ではないです。制度そのも

のになってくると、やはり国税が直接やらなければいけないと思うんですが、そういうも

のばかりではなくて、大半が普通の滞納だと思います。その大半を処理できればいいので

あっで、ごく一部の例外的なものがあるから、全部ができないことには、私はならないの

ではないかと思っています。 

  これは多分御省ではなくて、国税庁に聞かないといけないと思うんですが、一体どの程

度明らかに紛争がなくて、あとは金銭的な事情で払えないのが普通の不良債権ですので、

同じような手続や手順を踏めば、問題ないのではないかと思います。 

○田辺参事官  制度自体について争うのは極端だと私も思いますけれども、経済的な理由

で支払いができないことも、現行法上は紛争の１つであります。 

  これは、弁護士法 72 条の法律事件に関する法律事務に該当すると解釈されておりますし、

お金がなくて払えない場合に、間に入って催告をする、請求をする、督促をすることは、

一般的にいいますと、例えば過酷な請求をするおそれもあるわけでございますし、これは

弁護士に扱わせましょうとしておるわけなので、そういうことから、やはり難しいのでは

ないかなと思っております。 

○樫谷委員  そうすると、専門性を持ったサービサーであれば、そういう問題はクリアー

できると考えてよろしいんですね。 

○田辺参事官  どの程度の争いがあるのかについては、私ども余り承知していませんので、

ほとんどの場合がそうであるのか、あるいは紛争性は聞いてみないとわからないわけで、

そこら辺はこちらの方では実情を把握しておりませんが、一般的には紛争性の高い事件で

あろうかなと思っております。専門の国税あるいは税務署の職員の方がやってもできない

もの、払ってもらえないものでありますと、普通の民間会社の請求でなかなか取れないと

いうことであれば、そこは専門性を有するサービサーが出てくれば、もう少し効率的にと

いうこともあるのかもしれませんが、税の徴収は、税の知識もあり、きちんと説明もでき

る専門家がやって、なお難しいということであれば、まだ非常に強い紛争性が残っている

んだろうなと考えておるわけでございます。 

○落合委員長  そろそろ時間ですが、小幡委員どうぞ。 

○小幡委員  紛争性のところは、私も引っかかっておりまして、もし本当に税額に専門的、

技術的な争いがあるのであれば、当然不服申立て等の手続に入っているはずでございまし

すから、それについては除外することでよろしいと思います。 

  専門の税の行政に携わっている者がというお話ですが、通常は口座振替にしていない、

あるいは納期限に支払われないというだけの状態で、民間の方にやっていただくとことが

想定されるのであって、専門の方が動くのは、強制徴収という一番最後に控えているとこ
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ろで動くのであって、むしろその前段階の話だと思います。ですから、単に支払いを忘れ

ている、あるいは経済的に苦しいからできれば払いたくないので、何を優先して支払うか

迷っているというレベルのときに、何かやれるかということで、まだ強制徴収までいかな

い段階でして、必ずしも納期限までに払わないからといって紛争性があるという話でもな

い。今、樫谷委員がおっしゃったとおりだと思います。 

  ですから、国民年金の保険料等のところで、取立て等の行為規制をする形で立法されま

したが、同じような処理がある程度可能なのではないでしょうか。むしろ、ご説明の趣旨

は、国民年金の場合は、ある程度定額のところがあるのですが、税金の場合は確かに所得

税などについてはそうではない。人によっては大きな額になる。その辺りがあるかと思い

ますが、特に地方税などの場合は、必ずしもそうでもないものもございまして、支払われ

ないから一律に紛争性があるという話にはならないと思います。その辺りは、もう一度お

考えいただければと思います。 

○田辺参事官  冒頭に御説明申し上げましたように、現行法でも忘れている債務者に対し

て、一律に期限が来ましたのでお支払いくださいという連絡をしたり、債務があることを

確認することは 72 条には違反いたしませんので、忘れている方に忘れていますとお伝えす

る。忘れている人が忘れていました、お支払いしますといって納税する代行をする、そこ

まではできないとは申し上げておりませんので、そこは現行法でもやっていただけるし、

やっていただいていると思います。 

  そこを超えて、民間会社が直接債務者のところに訪ねていく。それで払いなさいという

交渉をする。本来弁護士がやるべきことであって、民間の業者に委託するのは、なかなか

難しいのではないかというのが私どものスタンスでございます。 

○小幡委員  国民年金の場合は、そこまでできるということで特例をつくったわけですね。 

○田辺参事官  国民年金の場合には、そういうことまでしてもいいといたしました。委員

御指摘のように、国民年金の場合には、法律上金額が決まっておりますし、金額も総額で

上限が三十数万円と決まっております。 

  社会保険庁さんの改革の必要性などもございました関係で行ったんですけれども、私ど

もは地方税の徴収が、社会保険庁のように地方で非常に大変かどうかという辺りについて

は、余り正確な情報は持ち合わせておりません。 

○落合委員長  まだいろいろ御意見があるかもしれませんけれども、あとの予定もござい

ますので、終わらせていただきます。 

  徴収関連業務の民間開放を検討する上で、弁護士法やサービサー法等、密接な関係があ

りますので、引き続き法務省の田辺参事官には陪席をお願いして、以降のヒアリングを進

めたいと思います。 

（総務省関係者入室） 

○落合委員長  引き続きまして、総務省から地方税徴収関連業務等につきまして、お伺い

をしたいと思います。 



 

7 

  総務省自治行政局坂本行政課長、よろしくお願いいたします。なお、時間は 10 分厳守で

お願いいたします。 

○坂本行政課長  行政課長の坂本でございます。よろしくお願いいたします。 

  私の方からは、私人への公金の徴収・収納委託の部分、都道府県税課長の米田の方から

は、地方税の徴収関連につきまして説明させていただきます。 

  資料２－②の方が行政課長の方でございますので、よろしくお願いいたします。 

  私人の公金・収納委託でございます。これは原則としては禁止をされておるんですけれ

ども、私人の公金の取扱いの範囲を拡大することについては、私どもの方ではさほどやぶ

さかではございません。 

  まず原則論だけちょっとお話をしてまいりますと、これは釈迦に説法でございますが、

公金は住民の負託を受けて行うものという考え方を取っておりまして、その責任を明確に

する、公正の確保・厳正な保管といった要請があるものですから、原則としては私人の公

金取扱いを禁止していると整理されております。 

  しかし、住民の便益の向上を図られたり、収入の確保が間違いなくできるような場合に

は、地方自治法の施行令によりまして、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、貸付金

の元利償還金というものについては、私人への徴収・収納事務の委託を可能としているも

のでございます。 

  実は具体的にこういう場合について対応をさせてくれというニーズがありましたならば、

個別に検討してまいる所存であるという気持ちは常に持っておるところでございます。 

  したがいまして、先ほど言いました物品の売払収入については平成 16 年に私人の徴収・

収納事務の委託を可能としたところでございます。 

  今回いろいろと御要請のありましたことにつきまして、私の方でも検討いたしたんです

けれども、実は堺市さんからも個人の方からも要望が出されておりましたが、これは若干

うちの方で検討した限りにおきましては、現行制度下でも十分対応が可能であろうと思っ

ておりまして、若干事実誤認があるのではないかと思っておりますので、その辺をよく御

理解いただくとできると考えております。 

  税の徴収の方は、米田課長の方からよろしくお願いします。 

○米田都道府県税課長  都道府県税課長の米田と申します。よろしくお願いします。 

  資料２－①の方をごらんいただきたいと存じます。地方税の関係でございますが、１ペ

ージからごらんいただきますと、私どもは従来から、できるだけ民間でできることはやっ

ていただこうという方針で最近まで進めてまいりました。 

  初めをずっと読んでいただくとわかりますとおり、例えば２つ目の○のところでも、コ

ンビニエンスストアで地方税が収納できるということ。 

  それから、一番下の４つ目の○のところに書いてございますが、昨年４月１日付で通知

を出しまして、解釈を明確化したという趣旨でございますが、２ページをごらんいただき

ますと、できるだけの業務委託の推進をお願いしたいとしています。 
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  具体的な内容でございます。その下の○にありますように「公権力の行使を包括的に民

間事業者に委託することはできない」と考えておりますけれども、その行使に関する補助

的な業務を民間委託することは可能であるということで、具体的に言いますと「滞納者に

対する電話による自主的納付の呼びかけ業務」「インターネットオークションによる入札

関係業務」、更に「差押動産の専門業者による移送・保管業務」といった点について、例

示を挙げて民間委託できるというふうにしております。 

  更に今年の３月に、クレジットカードを利用した地方税の納付は可能であるという見解

も示しております。 

  現在の状況で、もうかなりのことを明らかにしてきたと思っていますが、最後の○のと

ころをごらんいただきますとおり、例えば滞納者の自宅を訪問して滞納の事実をお知らせ

するといったこと。更にその滞納者の地方税を収納するといった業務については、実は滞

納者の氏名などが外に出るということもございまして、そういう意味で納税者のプライバ

シーの保護という点には、本当にそれでいいのかどうかということについては、私ども非

常に危惧はしておりますけれども、その点について十分な配慮がなされるのであれば、こ

れは現行法上禁じられていないと解釈しております。 

  ただし、最後に書いてございます、地方税法上の督促、滞納処分に係る財産調査のため

の質問・検査・捜索、差押等といった、要は強制執行にかかるような部分につきましては、

地方公務員の中でも更に徴税吏員のみに認められた業務でございます。 

  そういう意味で、やはり税という性格上、こういうものを包括的に民間委託することは

できないと考えております。 

  専門用語が若干ございますので、３～４ページ目をごく簡単にお目通しだけいただけれ

ばと思います。必要がございましたら、また説明させていただきます。 

○落合委員長  ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御意見がござ

いましたら、お願いいたします。 

  では、森委員どうぞ。 

○森委員  まず総務省さんの方からいろんな通知で、私ども自治体にとっても少しずつ税

の徴収がやりやすくなってきたということもありますけれども、総務省さんがお考えにな

っている徴収の業務は、先ほど一番最後の○のところでおっしゃいましたけれども、どこ

までが公権力を含めてやることができると考えたらよろしいんでしょうか。 

○米田都道府県税課長  今、資料は省きましたけれども、３～４ページ目に流れがござい

ますので、それで説明させていただきます。 

  まず税でございますので、賦課の部分と、それで税額が決定した後の徴収の部分でござ

います。そのうちで３ページの①のところはまず賦課でございます。これはまさに民間で

はできない部分と当然に考えております。 

  ただ、これを今度は「②納税告知」の段に行きますと、そこで民間委託の例とございま

すけれども、補助的な業務としては納税通知書の印刷とか作成とか、こういうところは可
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能だと思っておりますが、告知をする主体としてはやはり公務員だろうと思っております。 

  それから「③税の収納」の方に行きます。自発的に払っていただく分。コンビニ納付と

かクレジット納付は可能だということでできます。 

  ４ページ目をごらんいただきたいと思います。ここからは法律上定められているものと

して、まず納期までに納められていなかったものについて「④督促」がございます。これ

は後の差押え、公売に至る前の法律行為でございますので、ここについては徴税吏員がや

らないといけない。しかしながら、事実上の業務としての印刷とか封入というのは可能だ

ろうと思っております。 

  次の「⑤催告」がございます。これは事実上の行為でございまして、言わば自主的納付

の呼びかけです。ですから、一応納期までに納められなかった方のリストが作成できれば、

それに基づいて何月何日までが納期でしたよという自主的な納付の呼びかけは、民間でも

可能であると考えております。 

  以下「⑥財産の調査」「⑦差押え」「⑧公売」いずれも法律の強制執行にかかることで

すので、これは民間委託は基本的にはできない。それの補助的な業務は可能であると思っ

ております。 

○森委員  そうしますと、先ほどの法務省さんの弁護士法の 72 条を根拠にした、公権力の

徴収の範囲というのは今と同じような見解でよろしいんですか。 

○田辺参事官  電話による自主的納付の呼びかけがどの程度かということになるのかと思

いますけれども、先ほど申し上げましたように、細部の確認をしたり期限のお知らせをす

るということは現行法上、弁護士法に違反しません。 

  催告という言葉は非常に法律上、請求権の行使のような言葉ではあるんですけれども、

実際にされていることは平たく言えば、要するに督促をしているわけではなくて、期限が

来ていますとお知らせをしていることであれば、そこは弁護士法上との抵触はないと理解

しております。 

○森委員  税務相談ということは、今ここの中にはなかったんですけれども、例えばやは

り公権力、個人情報の問題はあるかもしれませんが、こういうものはある面で民間のいろ

んな知恵を含めてやることはできると思うんですけれども、税務相談はどうなんでしょう

か。 

○米田都道府県税課長  基本的には税理士に限られているんだろうと思います。具体的に

は地方の市役所でも、恐らくいろんな相談のときは税理士さんに来ていただいて、御相談

を受けていただくことは現在でもあるのではないかと思います。 

○寺崎企画課理事官  若干補足をしますと、現在、地方団体で行われている例では、例え

ば住民税というのは、私は引っ越したんだけれども、なぜ来るんですかと。それは１月１

日の住所地ですよということを電話でお聞きになられたときにオペレーターの方がお答え

するということをやっておられるのは実際に聞いたことがございます。 

○落合委員長  ほかにございますでしょうか。斉藤委員どうぞ。 
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○斉藤委員長代理  こういう業をしている人からの希望はともかくとして、先ほどお話の

あったように、堺市とか蕨市とか、森委員がいらっしゃるので、現実に地方の行政をやっ

ておられる方々が、ある意味では非常に悩んでおられる。現実は皆さん方の方がよく御存

じだと思いますけれども、滞納してわざと時効に持っていって逃げる。そういう動きが非

常に強くて、国税の場合だとしっかりやっておられるかもしれませんけれども、現実はど

うか知りません。 

  ただ、地方をいろいろと回りまして、そういう話題をしますと、地方の悩みがあるわけ

ですね。税収の公平性から見ると、いわゆるサラリーマンとかそういうことから見ると、

地方の事業体の滞納状態、納税の十分でない状況で非常に悩ましい問題があるんだと思う

んです。 

  もう既に、今、御説明があったように、かなりの部分が工夫によって民間にもやらせら

れるということがあると思うんです。いろんな切り方があると思うんですが、今もある程

度地方の行政でも催促や督促をいろいろとなさっているだろうと思うんですけれども、一

つの考え方は民間のハングリー精神を使って、そういう滞納者を一回徹底的にカバーして

みようということも、公平性の問題から見ても非常に必要なのではないかと思うんです。 

  さりながら、やはり公権力の行使という問題、まさしく弁護士法 72 条の問題とかあるの

でしょうから、そこは弁護士法にやらせながら、それを工夫して民間の力を利用して、よ

り地方財政が潤うようにやるという一歩進んだ考え方はないでしょうか。 

○米田都道府県税課長  まさに公平の見地から、公平に税金を納めていただくというのは

非常に重要な点だと思っておりますし、最近、地方の自治体もその辺は一生懸命勉強しな

がらやらせていただいていると思います。 

  その中で地方税の徴収全般にわたって、例えば民間の専門家に任せてはどうかという御

議論があることは我々もよくわかっていますが、やはり税というのは地方税も国税もそう

なんですけれども、言わば普通の債権と違いまして、何かの給付があるから、それに基づ

いていただくというものではなくて、こういっては何ですけれども、地方公共団体や国の

サービスという抽象的なものとの対価が言えるかと思いますが、そういうものではなくて、

ある一定の要件に従って、言わば強制的に徴収をお願いするもの。かつそういうこともあ

るものですから、裁判に訴えなくても自力で、執行権で強制執行ができるという構成にな

っております。 

  そういう意味で、これが民事債権と同じような形で徴収がされるということになると、

その間の区分が少しあいまいになるのではいか。国民の側からなんですけれども、そうな

ったときに税としての特質性から来る徴収の信頼という面に非常に大きな影響を与えるの

ではないかと私どもは心配しております。 

  そういう意味では、そこまでは地方税も国税も同じだと思いますけれども、そこが一番

心配だと思います。 

○落合委員長  河審議官、どうぞ。 
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○河審議官  事務局がよけいなことを言う時間ではございませんけれども、先ほどの法務

省さんの御説明と今の総務省さんの御説明と、さっき小幡先生が若干補足してくださった

公共サービス改革法との関係を御説明します。国民年金の収納事業に限って言いますと、

モデル事業で今やっているわけでありますが、モデル事業でやっているということは、催

促が１回ならば弁護士法に触れない。 

  例えば２回というのは比喩的ですけれども、法律上の争いになることとされ、弁護士法

に触れる可能性があると整理されており、先ほど法務省さんがおっしゃったことと重なり

ます。 

  その意味でモデル事業では、簡単に言えば１回までにしてくださいとなっております。

その結果、実際に収納事業をより発展させるためには、公共サービス改革法において、弁

護士法の特例として、２回以上でも催促できるようにしました。 

  これは、法務省さんがおっしゃった部分で触れるか触れないか、微妙なところも超えら

れるようにしようとしたものであります。公共サービス改革法で国民年金の収納事業に限

って、弁護士法の特例 72 条のその他の別の定めがある場合はこの限りではないという、そ

の定めを入れさせていただいた。 

  ですから、今、ちょうど２省庁に来ていただいていますけれども、１つは社会保険庁と

してどこまで民間にできるかどうかという議論と、今度は逆に民間にやっていただくにし

ても弁護士法という別の法律がその行為について、必ずしも望ましい形までできないとす

るなら、その法律に手当をしなければいけない。その２つの議論をして、公共サービス改

革法では今のような形で、国民年金の収納事業をセットしたわけです。 

  先ほど来、先生たちのおっしゃっているように、弁護士法の特例あるいはサービサー法

の方でもうちょっと深くできないかという御議論もありますし、今度は社会保険庁の事業

から言うと、もっと事前の段階、催促が１～３回の問題ではなくて、もうちょっとほかの

権限にわたるものもできないだろうかという部分もある。多分それが今、総務省さんがお

答えになっている部分の２つのお答えの部分だろうと思います。そこらからは御検討の世

界だと思います。 

○落合委員長  本田委員、どうぞ。 

○本田委員  先ほど話がありましたように、地方公共団体からの要望がたくさん来ている

わけです。できるだけ民間でやれるようにしてくださいということです。自治行政局とい

うのは、私は非常に妙な感じで聞いているんですけれども、できるだけ民間委託というこ

とを狭めている。一方で、公権力とかいろんな問題があるんですけれども、地方自治体は

自治体で財政的にも大変御苦労をされているから、いろんなことが要望として上がってく

るんだと思うんです。 

  その中で２点お聞きしたい。１点は、例えば催告の問題でも、難しく考えると狭くなっ

てきますけれども、催告も広い意味で民にやらせていこうという考え方は自治行政局には

ないのかということです。 
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  もう一点は、法務省さんに聞きたかったんですけれども、公権力だとかそういうのを行

政サービスを効率的に行なえるようにするというサービス法の目的に沿って議論して、こ

の中でやろうといったときに弁護士法の特例を法律の中に設けるわけでしょう。そこにつ

いての法務省の姿勢はどうですか。この２点を両方にお聞きしたいと思います。 

○米田都道府県税課長  ここには例で催告と入れましたけれども。 

○本田委員  催告だけではなくて、いろんな要望が来ています。それは恐らく背景には、

法律と同じで、質の問題とあくまでも財政の問題があります。経費をどう減らしていくか

という悩みの中で、これを民間にやってもらえるのだろうかというときに、勿論、公権力

の問題とかいろいろとありますけれども、できれだけ前広にしようという姿勢はございま

せんか。 

○米田都道府県税課長  私どもはこれまでも非常に前広にいろいろと直してきたと考えて

おります。ただ、先ほど申しましたように、税の信頼という観点から、ここだけはちょっ

と難しいのではないかという点で、無理ではないかとお答え申し上げております。 

  とりあえず、今、やっていることで、納税者側、課税する側でどういう変化ができてき

ているのかというのは、これからもよく見極める必要があると思いますけれども、気持ち

としてはできるだけ地方公共団体の方にお答えをしたいとは思いながらも、それが大きな

目で見て、やはり税に対する信頼を覆さないような、その点での極めをこれからもやって

いきたいと思っております。 

○落合委員長  ほかにございますでしょうか。法務省田辺参事官、どうぞ。 

○田辺参事官  お尋ねいただいた件でございます。今、御説明がありましたように、国民

年金につきましては弁護士法 72 条の特例という形で公共サービス改革法の方に入れて、い

わゆる請求もできる、督促もできるという形にしましたので、およそ議論の対象でないと

申し上げているつもりは全くございません。 

  ですので、今、総務省さんの御指摘の税金という性格上そういうことがいいのかどうか、

あるいは実際に今、御説明がありましたように、電話による自主的納付の呼びかけなどを

地方自治体はされておられるわけですね。それではもう全然対応できないという状況なの

か、それを活用すればもっと効率が上がるのかどうかというのは、私どももよくわかりま

せんし、どうして払わないのかというところもやはり重要だと思うわけです。 

  およそお金もないということであれば、それはサービサーにやらせようがだれにやらせ

ようが徴税はできないわけなので、こういう実態があって、こういうニーズがあることが

わかり、かつ先ほどの税金の問題なども含めて、それはそういう検討をすることについて、

私どももその議論にはきちんと加わる考えでございます。弊害がなければ、そこについて

は国民年金と同じことになると思います。 

○落合委員長  では、小幡委員、どうぞ。 

○小幡委員  公金の徴収・収納に関して、私人に委託することができると書いてあって、

地方自治法も政令で列挙しているし、あるいは個別法でもたくさん規定がございますね。 
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  そうしますと既に民間開放できるという話だと思いますが、法務省の方で御懸念が先ほ

どからあったのと対比してお聞きしたいのですが、この公金の徴収・収納については、個

人情報との関係で守秘義務の問題とか、あるいは弁護士が会社に入るとか、そういうこと

は全然書かれていなくて、ただ私人に委託できるということで済ませているわけですが、

今でなくてもよろしいのですが、データ的に自治体が現実にどのぐらいこれを使っている

かとか、何か問題点があるかとか、後でも結構ですから、多少データをいただければと思

います。 

  要するにこういう問題について、税金の方では、非常に難しいという話があって、他方、

公金の方では、簡単に民間でできると言っていて、非常に大きなコントラストがある感じ

がいたしておりまして、もし可能であれば、法務省の方にその辺をお伺いしたいのですが、

どういう御理解でしょうか。 

○田辺参事官  まさにこの公金が何を指すかになるかと思いますし、徴収・収納事務がで

きると書かれていて、法律上もそうなっているので、これが先ほどの債務がありますよと

いう連絡をして、収納代行をするということであれば、それは賃料であろうがほかの公金

であろうが、弁護士法との関係では問題がないと思います。ですので、実態というか、ど

ういう債権でどういう扱いをしているのかということになるかと思います。 

○小幡委員  もしも国民年金で可能になった、要するに自宅の方に出向くとか、そういう

ことをしているということは、やはり弁護士法との関係で問題が出てくるので、別途法律

上の手当が必要だというお考えでよろしいですか。 

○田辺参事官  もし直接の請求ということまでされているのであれば、そこは私どもとし

ては弁護士法 72 条に違反すると考えます。 

○落合委員長  何かデータはございますか。 

○坂本行政課長  全部の団体とかそういうものを調べているわけではないんですけれども、

ある団体の中で私人の徴収の委託がどのぐらいされているのかを個別の団体で調べたこと

はございます。 

  例えばある団体で使用料については、公の施設についての使用料、これは歳入額で６億

円ほどあった団体なんですけれども、地方公共団体の直営の公の施設の場合は直営で収納

されておりまして、それが３億 5,000 万円。 

  指定管理者制度を使った施設の場合には、これはもう私人の委託という形になりまして、

100％委託になっております。 

  そのほかの例えば水道料金などの私人の委託の話もございますけれども、この場合は口

座振替分が 76％で、納付分の中では私人の委託分は大体 15％ぐらい、コンビニ納付も 13

％ぐらいはされておるということでございます。 

  基本的には施設、いろいろと住民の便益が損なわれないようなときには、地方団体は結

構活用はされているということだろうと思います。ただ、公の施設で直営のところは窓口

が直営になっておりますので、そこで収納されているという実態でございます。 
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○小幡委員  私人の委託という場合、コンビニの扱いのようなものを含むわけですね。 

○坂本行政課長  そうです。 

○小幡委員  わかりました。 

○落合委員長  まだまだ御質問、御意見はおありかと思いますけれども、予定の時間がま

いりましたので、本日の総務省からのヒアリングは終了とさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

（総務省関係者退室） 

（財務省関係者入室） 

○落合委員長  それでは、よろしゅうございますか。引き続きまして、財務省から国税徴

収関連業務等につきまして、お伺いをしたいと思います。 

  古谷財務省大臣官房文書課企画調整室長、よろしくお願いいたします。時間が限られて

いますので、10 分厳守ということでお願いいたします。 

○古谷企画調整室長  説明の方は、国税庁の総務課長の方から説明いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

○西村総務課長  国税庁の総務課長の西村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。座らせていただきます。 

  国税庁の方からは２種類の資料を用意してございます。資料というのと参考資料という

ものでございますが、お手元にございますでしょうか。それを適宜参照しながら御説明し

ていきたいと考えております。 

  まず、国税事務でございますけれども、資料３－①と３－②になっているかと思います。

３－②の方は個別の案件が入っておりますので、３－①をごらんになっていただきながら、

必要に応じて３－②の方に触れさせていただきます。 

  それでは、３－①でございますが、徴収に当たりまして、まず、総論的なことを説明し

たいと思います。 

  資料の１ページでございますが、国税庁の関係の事務でございますけれども、定員が伸

びない中で、最近はかなり業務量が増えてきている状況でございます。上の方の表でござ

いますが、例えば所得税の確定申告書の提出件数につきましては、2,300 万枚を超えてお

ります。 

  これは、例えば、最近、中途退職などによりまして、給与等の支払者による年末調整が

行われていないものですから、いわゆる還付申告に至る例が多いなどの理由によるもので

ございます。 

  続きまして、法人につきましても、例えば起業といった、業を起こすことの多様化など

によりまして、法人数は逐次増えてきておりまして、今後も会社法の改正によりまして、

おそらくもっと増えるんではないかということでございます。 

  そういった中におきまして、私どもに課せられました使命であります、適正・公平な課

税ということでございますが、これはまさに徴収をもちまして完結をいたしますので、こ
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ういった意味からも、国税といたしましては、一生懸命、滞納整理に邁進しておるところ

でございます。 

  滞納というのは、定義いたしますと、法定納期限を徒過いたしましても、国税が収納さ

れていない状態でございます。 

  滞納残高の推移でございますけれども、下に表をお付けしてございますが、逐次残高を

減らしてきており、１兆 7,000 億円を超えた状況でございます。 

  中でも消費税の滞納につきましては、消費税が預かり金的な性格を有することから、非

常に問題であると考えているところでございます。 

  まず全体的な話でございますが、２ページをごらんいただきますと、滞納につきまして

は、税制改正によりまして、消費税の免税点が引き下げられております。 

  従来の 3,000 万円から 1,000 万円に免税点が引き下げられたことによりまして、消費税

の課税事業者がかなり増えている状況でございます。したがいまして、それに伴って滞納

も増えるんではないかと非常に懸念されたところでございます。 

  その状況でございますが、例えば平成 16 年と 17 年の線で囲みました徴収決定を見てい

ただきますと、17 年は消費税の課税事業者が 16 年の４倍になったということでございま

す。 

  これに対しまして、国税といたしましては、組織を挙げて努力いたしました結果、期限

内収納割合が金額ベースで、平成 16 年が 88.6％、平成 17 年が 88.8％ということで、消費

税の課税事業者が非常に増えたにもかかわらず、おかげさまで滞納が増える状況は避けら

れたということでございます。 

  滞納になった割合については、一番右の方に「督促状の発付」という欄がございますが、

例えば、これの金額で見ていただきますと、平成 16 年は 9.6％ 、平成 17 年は 8.4 ％とい

うことで、そういった意味からも滞納が増えるということは避けられたという状況でござ

います。 

  続きまして、３ページでございますが、これは別の観点から国税の全体における滞納整

理の状況を示したものでございますが、要は何を言いたいかというと、徴収決定後、翌年

度末までにその徴収決定された税額の 99.5％は徴収しているということです。言い換えま

すと、当該年度中に 99％は徴収決定された分についての徴収まで完了しているということ

でございます。 

  全般的な話は以上にいたしまして、それでは具体的に滞納整理はどうなるのかというこ

とでございますが、４ページをごらんいただけますでしょうか。 

  「２．国税の滞納整理の流れ」というのがございますが、国税の滞納整理は以下のよう

に進むところとなっております。 

  まず、国税の法定納期限、例えば個人の所得税ですと、３月 15 日でございますが、国税

通則法という法律がありまして、これから 50 日以内に督促状を出すということになってお

ります。 
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  督促の法的意味は、差押えの前提となる行政処分ということで、このことは最高裁判例

によって確認されておりますが、これを必ず出さなければならないということです。 

  50 日というのは、マキシマムでありまして、実際上は確定申告期以外であれば、大体 2

5 日で督促状を出しております。 

  督促を出すことによりまして、最高裁判例で確認されましたように、差押えまでいって

いいという法律上の状態に滞納者はなるわけでございます。 

  その後「納付しょうよう」とありまして、職員の臨戸、集中電話催告センター、俗に言

うコールセンターでありますが、そこで納付しょうようを行っておるところでございます。 

  コールセンターにおける納付しょうようというのは、督促の後でやる、すなわち強権発

動的な要素の非常に強い財産調査とか捜索、それから差押えなどがいつでも可能な状態の

下におきまして、納付しょうようを行っているということでございます。 

  続いて、財産調査というのがございます。これは文字どおり調査で、臨場いたしまして、

財産状況、支払い状況等を調べます。 

  それから、捜索につきましては、法律上金庫を自ら開けてもいいという権限までが、法

定されているところでございます。 

  差押予告の後、差押えでございますが、一般の民事の世界と異なりまして、国税の場合

には債務名義がなくても、確定判決がなくても差押えができます。俗に言う自力執行権で

ございますが、それをもちまして、年間 20 万件ほどの差押えをしているところでございま

す。件数につきましては、後でまた詳細に御説明申し上げます。 

  そういった形で、滞納者の具体的な納付をしようとする意思、財産の状況、それから資

金繰りの状況等を総合的に勘案いたしまして、硬軟取り混ぜて、硬ということは、先ほど

来、御説明しておりますとおり、財産調査、捜索、差押えでございます。 

  更に、ちょっと細かいところでございますが、横に吹き出しがありまして、交付要求と

いうのがありますけれども、これは何かといいますと、例えば滞納者がいわゆる民事上の

債権なんかも履行遅滞になっておりまして、強制執行を受けている可能性がありますので、

誰かが民事上の強制執行を申し立てていた場合には、そこに国税が乗っかりまして、うち

の滞納分についても下さいという制度があります。それが交付要求でございます。  その

下の方に第二次納税義務というのがありますけれども、本来の滞納者が払えないような状

況であったとしても、その滞納者が法人である場合、法人を解散いたしまして、例えば財

産を清算人がほとんどそっくり移管してしまったという場合には、その清算人に対しまし

ても、滞納を追及できるという規定がございます。 

  そういった意味から、具体的には法人が解散しまして、それで国税を納付しないで清算

人が残余財産の分配をしたような場合等々につきましては、清算人にもかかっていけると

いうのが第二次納税義務でございますが、こういった硬のいろんな手続を使いまして、か

つ軟というのは、具体的には分割納付の相談にはもちろん応じますし、例えば換価の猶予

というのがあるんですが、事業を継続できないような場合は一時公売手続を止めるという
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こともありますので、まさに硬軟取り混ぜまして、千差万別の対応をしておるところでご

ざいます。  国税の場合に、まず、督促の後にコールセンターにまいりますが、高額事案、

例えば 1,000 万円を超えるような滞納は、コールセンターには行きませんけれども、それ

以外のものはほぼ全部一旦コールセンターで納付しょうよういたしますけれども、その後

は、滞納者の状況に応じまして、納付意思が認められないといった場合には、署に事案を

速やかに戻して、強制徴収手続に入るといったことを具体的にやっているところでござい

ます。 

  それで、抽象的に申してもわかりにくいと思いますので、参考資料の方をごらんいただ

けますでしょうか。３－②でございます。 

  これは、あくまでも仮想事例でありますけれども、４例ほどあります。 

○落合委員長  あと残り約４分ぐらいですので、よろしくお願いします。 

○西村総務課長  わかりました。例えば、いわゆるコールセンター内ですべて完結すると

いうケースが事例１でございます。 

  事例２は、差押えまでは行かなかったけれども、財産調査をしたというケースでござい

ます。 

  事例３というのは、差押えをしたところ、自主納付があって無事完結したというところ

でございます。 

  事例４というのは、差押えしても、なおかつ納付意思が認められなかったので換価まで

行った事例でございます。 

  こういったように、滞納者の状況に応じまして、漠然とやっているのではなくて、硬軟

取り混ぜまして、やっているところでございます。 

  国税の全体の徴収の業務量でございますけれども、元の資料に戻りまして、５ページで、

国税局、税務署を併せまして約 4,000 名の職員がおります。 

  ６ページでございますが、年間約１兆円の滞納整理を行っているところでございます。

件数的には、財産調査が年間約 150 万件、それから差押えが年間 20 万件でございます。

等々によりまして、まさに硬軟取り混ぜましてやっているところでございます。 

  そういったことの状況下におきまして、国税庁といたしましては、７ページでございま

すが、ここに書いていますとおり、督促の後は文字どおり公権力の行使と密接不可分の状

況の下におきまして、なおかつ滞納者の千差万別の状況に応じて、適切に対応しないと滞

納整理は進みません。全部が全部誠実な人ばかりではございません。単に払ってくれと言

っておりましても、払ってくれない人がいるのも事実でございます。 

  なおかつ国税の場合には、極めて守秘性の高い個人情報に接する機会が多うございます。

捜索調査の際とか、更には申告ないしは課税調査の際におきましても、極めて守秘性の高

い個人情報に接しているところでございます。 

  したがいまして、国税としては、次の８ページに書いてございますが、できるだけ外部

委託、アルバイト化を進めておりますものの、こういったことを総合的に勘案いたします
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と、官民競争入札にはなじまないのではないかと考えておるところでございます。 

  それから、徴収以外で、納付書の送付と振替納税の勧奨というのがございますが、おの

おのポイントは資料に付けてございますが、納付書の送付の関係につきましては、既に外

部委託を活用しておりまして、実施主体の創意と工夫を適切に反映させる領域と言えるの

か、そこは疑問であると考えております。 

  振替納税の利用勧奨でありますけれども、これは税務署であらゆる機会を利用してやっ

ておりまして、特に申告書の提出時が有効ですけれども、そういったことを考えますと、

いかに事務を切り分けるのか、それは非常に困難ではないかと考えているところでござい

ます。 

  説明を端折って恐縮でございますが、以上です。 

○落合委員長  ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまして、委

員の方から御自由に御質問、御意見をお願いしたいと思います。 

  樫谷委員、どうぞ。 

○樫谷委員  国税の滞納については、私も税理士ですので、またコンサルティングをやっ

ていまして、いろんな場面に出くわすので、かなりシビアにというか、今、一番怖いのは、

街金と国税だと言われるぐらいシビアにやっていらっしゃって、それはそれで評価できる

ところだと思うんです。 

  また、いろんな対応も評価できるんですが、ただ、これだけの多額の不良債権というん

でしょうか、滞納債権がある。この中で、人も増やさないといけないというお話になって

きているわけですね。 

  そうすると、やはりできるだけ人を増やさないようにするためには、アウトソーシング

を相当思い切ってやらないと、なかなか財政の再建も進まないわけです。 

  その中で、いろんなものを外注していらっしゃるということはよくわかるんですが、だ

から単純な業務というのも、ここに示された案件というのは、まさに難しい案件だと思う

んですが、そういう案件ばかりでもないし、例えば、金額で何十万と限ると、もっとでき

る部分があるんではないかと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○石川徴収課長  外部資源の活用につきましては、総務課長の方で説明を省略させていた

だいたんですけれども、資料の３－①の８ページ目のところに、幾つか外部委託の例を書

かせていただいているところでございます。◆の部分が民間の方に委託をお願いしている

部分でございます。 

  それから、民間委託とはちょっと違うんですが、非常勤職員、いわゆるアルバイトとい

う形で職員の下で外部の人材の方に活躍していただいております。 

  定型的な業務でございますが、督促状でございますとか、定期催告書の印刷等はお願い

しておりますし、下の方に行きまして、先ほども総務省さんの説明でも一部あったかと思

われますが、差押財産の搬送でございますとか保管、それから差押財産の鑑定・評価事務、

不動産の公売広報業務といったものも民間委託しております。 
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  １点ちょっと追加で口頭の説明になるんですが、実はせり売りというのが公売の中にご

ざいまして、これなども専門のオークション業者の方に委託をしておりますし、これの委

託のもう少し拡大した形で現在ＩＴ技術の発展なども踏まえまして、インターネットオー

クションなども活用できるのかどうか、そういうところを民間委託できないかどうか検討

をしているところでございます。 

  多分、御照会の話は、催告などの簡単なものとか、少額のところの催告も含んでおられ

るかと思いますが、まず、これにつきましては◇で書かせていただいておりまして、外部

資源の活用という意味では、全国の集中電話催告センターにおいて、非常勤職員の方 100 

名程度に来ていただいており、最盛期はもっといたんですが、職員の指導の下で催告事務

に当たっていただいているということでございます。 

  国税の場合は、催告事務において、少額か多額かで分けるということにはなっておりま

せんで、少額の方であってもなかなか納付困難な事例もあります。少額の方であっても、

端的に言いますと、延滞税が高過ぎるとか、課税に不満があるという方もいらっしゃいま

して、そうなりますと、税務署の方の強制処分に回すかどうかという判断も必要になりま

す。更に催告の中でも個別の納税者の方々の事情を十分聴取いたしまして、分割して納税

するという計画を説明される方については、それを聞いた上で、これは実はアルバイトの

方にも聞いていただいているんですが、その上で職員たる上司の指導の下で、分割して納

税するというものを受けていいかどうかということも判断して回答しているところです、

アルバイトの方が単純な事務以上のことまで職員の指導の下でやっているということもあ

りますので、少額だからということで切り分けて、職員の個別の指導の下から切り離すと

いうことになりますと、果たして今やっているような形での効率的な集中電話催告センタ

ー室における事務の確保が可能かどうかということについて疑問があるところでございま

す。 

  ただ、先ほど来申しておりますとおり、限られた定員の中で外部資源の活用ということ

でアルバイトの方にも活躍していただいておりまして、そこについてはこれからも引き続

き検討してまいりたいと思う次第でございます。 

○西村総務課長  少額の滞納でありましても、財産調査とか差押え等の公権力の行使の必

要性の判断はどうしても伴ってまいりますので、いわゆる徴収職員の指導監督の下でアル

バイトを雇っているという状況でございます。 

○落合委員長  樫谷委員、どうぞ。 

○樫谷委員  私が言っていますのは、一兆幾らというのは相当の件数だと思うんです。国

税の職員の方も限られてくるわけですね。 

  今みたいなアルバイトの対応で、果たしてどの程度カバーされているのか。なかなか対

応できないのではないか。そうすると、少額では単純なものが、少額だけではだめなのか

もしれませんが、単純なものがあれば、そんなものはアウトソーシングできないのかなと

単純に思うので、それすらできないのかどうなのか、御検討をいただきたいと思っており
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ます。 

○落合委員長  ほかにございますか。石川課長、どうぞ。 

○石川徴収課長  催告だけというわけではないんですが、先ほど来説明しておりますとお

り、ある程度の事業については、民間委託は検討しているところでございます。 本当に単

純な催告事務があるのかどうかということは十分検討しなければならないかと思います。

先ほど総務課長が説明しましたとおり、公権力の行使の判断が常に伴いますので、そこは

十分検討していかなければならないのではないかと思っているところでございます。 

  ちなみに、集中電話催告センターで金額的にはまだ少ないんですけれども、滞納の案件

だけを考えますと、約半数ぐらいの件数については、現在、こちらの方で集中的に催告す

るようになっています。限られた定員の中で、外部のアルバイトの方も活用してやらせて

いただいております。そういう方向で是非検討させていただきたいと思う次第でございま

す。 

○落合委員長  森委員、どうぞ。 

○森委員  今、大変徴収率も含めてすごく頑張っていただいているという中で、コールセ

ンターの業務というのは、ある面では、いわゆる定型的な分類ができるんではないかと思

います。 

  そうすると、限られた人数の中で、例えば先ほどおっしゃっていましたように、いわゆ

る皆さん方の御指導の下で、その分だけ切り出すというようなことというのは、人によっ

てもっと調査とか、更に徴収を上げることを含めて、あるいはもっともっと税の体系が複

雑になってくればなるほど、より専門的な知識、プロフェッショナルが必要だということ

を考えてみたら、逆に言うと、ある面では定型的と申しますか、そういう業務というもの

が、例えばコールセンターの中でひな形、私ども自治体の中でもコールセンター的な業務

がどんどん出ておるということを考えてみますと、そういうことは可能であるかどうかと

いうこと。 

  もう一つ、実はコールセンターにどれだけの人員が張り付いているのか、これが私ども

はわかりませんので、それも併せて教えていただきたいと思います。 

○石川徴収課長  人員といいますのは、先ほどアルバイトのことを申し上げましたけれど

も、同じ８ページのところに書かせていただいておりますが、これもちょっと時期によっ

てずれることがあるんですが、職員が約 100 名、その下でアルバイトの方が約 100 名、総

計 200 名体制でやらせていただいています。 

  実はここに来る前もいろいろ法律を勉強させていただいたところなんですが、私どもの

公共サービス法の理解でございますと、先ほど委員の方から職員の指導の下であればとい

うお話があったんですが、私どもの理解としては、法律で民間の方がその業務を落札した

場合、事前に個別に細かく指導するようなことは、なかなか難しいのではないかと法律を

読んでおりました。 

○落合委員長  監督の問題は、やはり対象とする公共サービスの種類、内容等によるわけ
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ですけれども、切り出した公共サービスが官がやっていたことと比べてみて、劣化すると

いうことがないようにということで、官の方で委託事業者に対して十分な監督をするとい

うことが公共サービス改革法でも義務づけられております。そういう意味では、公共サー

ビス改革法の対象になるものについては、むしろ切り出したことによって公共サービスの

質が十分になるし、それから効率性も高まるということを実現しようという趣旨ですので、

いろいろ切り出すといろいろ問題があると言われておりますけれども、効率的にすると同

時に問題がないようにするのが法の目的です。まず第一に公権力の行使についても、公共

サービス改革法は全くそれを除外していない、むしろそれを取り込んでいるということが

ありますし、第二に、それから地方税ではかなり補助的な業務については、民間委託とい

うことが行われているのに、どうして国税の場合はだめなのか。そういうことをやると非

常に問題が生じますということを言われておられると思うんですけれども、その辺のとこ

ろで、やはり自分ですべて手元に置いてやらなければ国税徴収というものはうまくいきま

せんと主張されているように聞こえましたもので、その辺のところはどうなのかなという

ことですが、いかがでしょう。 

○石川徴収課長  私どもの方でも、ここに来る前に地方税のことを調べては来たつもりな

んですが、８ページのもので説明させていただいたようなことは、大体地方税においても、

しておられることかと思います。 

  それで、先ほどの総務省さんの説明を聞いていて、電話の催告の仕方のところはちょっ

と違うかと思います。期限が来ていますよとか、払う意思がありますかということでは、

当方の催告の場合にはそれでは終わらないという性格がございます。手元に資金がないの

だからということになれば、法律上認められた行政処分である換価の猶予というところの

規定を使うかどうか、本当に払う意思がないのに偽って適当に３回とか４回とか言ってい

るのかを見極める必要があります。本当に意思があるのであれば、アルバイトの方も含め

て、そこは意思がありやなしや否やだけでなくて、何回で払っていただけるのか、いつま

でに払っていただけるのか、について聞くだけではなく、その後、本当に納税していただ

いたかどうかという追跡のところまで、こちらはカバーする業務をしています。地方でい

わゆるコールセンターと言われていらっしゃる方の業務とは、当方の業務はちょっと違う

のではないかと思った次第でございます。 

○西村総務課長  法律的にいいますと、いわゆる納付しょうようという行為は、払ってく

ださい、払ってくださいというだけなんですけれども、国税の場合には、督促の後なんで

す。つまり、法的に差押えを受ける地位にある人に対してやっているものですから、非常

に差押えとか捜索との距離が近くて、そのために、滞納者の状況によって千差万別さを要

求されます。 

  したがって、臨機応変な対応が要るので、うちの職員がどうしても、アルバイト化とい

うことでも、幹の部分は見ていないといけないという御説明をしているところでございま

すし、一般に督促状を出す前の段階で支払ってくださいという話ではなくて、より深刻な
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事態に法的にも追い込まれる中での話でございまして、徴収課長が申しましたように、少

額であっても、やはり公権力の行使の話に非常に近いものですから、逆に硬だけではない

ので、硬であれば第二次納税義務まで行きますけれども、軟もありまして分割の話とか、

それもこの人の資金繰り財産状況から見て、どれぐらいであれば分割納付を本当にやって

くれるのかとか、延びれば延びるほど一般的には信用性に欠けるわけですから、そこも踏

まえながら、それをある程度は先ほどの事例の１ですと、要するにコールセンター内でで

きたんですけれども、事例２になりますと、非常に個別にやっていかなければいけない。

署に戻しまして実際にやるということで、なかなか切り分けが、督促の後、公権力の行使

が非常に近い世界の中で行われているものであるということで、毎年１兆円以上の新規滞

納が発生する状況の下で、全体を減らしておるということを、ここで改めて御説明申し上

げたいと思います。 

○落合委員長  樫谷委員、どうぞ。 

○樫谷委員  それは公権力の行使というよりも、裁量権が相当多いと理解してよろしいで

すかね。現場、現場での裁量は相当あるので、なかなか民間に任せてもできないんではな

いか、こういう御説明と理解してよろしいんでしょうか。 

○西村総務課長  裁量は全くの自由裁量という話ではなくて、法規は抽象的に書いてあり

ますから、抽象的な法規範を具体的な事実関係に当てはめてどうかという妥当性も含めた

判断を要求されています。 

  それに当たりましては、実際にこれまで多くの事例を見てきた国税の方で、具体的な法

規を具体的事例に当てはめて、どういった形で具体的に展開したらいいのかというノウハ

ウ的なものもある程度あると思います。 

  あと、自力執行権は国税だけでございますので、そういったものも含めて御理解いただ

ければと思います。 

○落合委員長  樫谷委員、どうぞ。 

○樫谷委員  それは確かに法律のノウハウだと思うんですが、では公務員でないとできな

いと言われると、それは法律に従って粛々とやるということについては、公務員でなくて

ても民間の中でルールがきちんと決まっていればできるんではないかと思うんですが、そ

のルールが相当裁量があるという話なのか、それともルールはちゃんと決まっていると、

それに従ってちゃんとやっているということなんでしょうか。 

○西村総務課長  ルールは法規であり通達まで決まっております。法律に基づく行政です

から、特に租税法定主義の関係がありますから、私どもは通達を発しまして、課税処理、

滞納処理、滞納処分の統一性の確保に努めているところでございますが、そこに機械的に

当てはめて、イエスかノーか出せないわけで、裁量というのはそこの判断ということでご

ざいます。 

  それで、私どもといたしましては、資料７ページに書いてあるようなことを改めて御説

明申し上げたつもりでございまして、なかなか入札にはなじまないのではないかというこ
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とを申し上げているところでございます。 

○落合委員長  ご説明は、どちらかというと、確実に徴税目標を実現するという仕組みに

特化した形で一生懸命やっていますということだと思いますけれども、同時に、そのシス

テムが公共サービス改革法の観点から見たときに、民間に一部切り出した場合と、切り出

さない場合とで、一体効率性という観点から見たらどうなんだろうかという視点から国税

徴収業務というのを見た場合、この辺のところは、どういうような認識になりますか。 

○西村総務課長  今までほかの例がなかったものですから、そこを急にお問いかけになり

まして、いかんともお答えし難いものではございますが、私どもとしては、できるだけ効

率的に毎年１兆円に上る新規発生滞納を整理しているということで頑張ってきているとい

うことしかお答えできないところでございます。 

○落合委員長  公共サービス改革法は、まさに効率性というものが非常に大きな導きの星

となっているわけなので、そういう視点から更に検討を進めていただきたいと思います。 

  小林委員、どうぞ。 

○小林委員  今、言っていただいたことなんですけれども、私がよく理解できないところ

は、徴税業務といいますか、全体の国税庁さんがやっていらっしゃる業務の業務量、業務

プロセスというのがどういうふうになっているのかということがちょっと理解できないも

ので。川上の部分というのはそれほど大きな問題ではなくて、川下の部分、滞納整理の業

務量が非常に多くて、そこは離せないんだという理解でいいのか、それとももう少しプロ

セス全体を見られて、ここで外部資源を活用していると言われているところのプロセスも

あると思うんです。そこの部分の切り分けといったらまた同じ言葉ですけれども、それが

されているかどうか。そういう観点から考えられているかどうかというところを確認した

いと思います。 

○西村総務課長  繰り返しのお答えにしかならないんですけれども、私どもといたしまし

ては、督促の後の状況に応じて、公権力の行使といった硬の観点及び軟の観点を踏まえな

がら、納税者の滞納者の千差万別する状況に応じて、適切に徴収を図るという観点から見

た場合には、なかなか事務の切り分けは難しいんではないか。私どもとしては、効率的に

行っているので、官民競争入札にはなじまないではないかということを申し上げていると

ころです。繰り返して恐縮でございます。 

○落合委員長  予定しておりました時間がまいりましたので、これで財務省からのヒアリ

ングを終了したいと思います。ありがとうございました。 

（財務省関係者退室） 

（厚生労働省関係者入室） 

○落合委員長  それでは、引き続きまして厚生労働省から国立病院の未収金の督促業務、

それから、労働保険の徴収業務についてお伺いしたいと思います。厚生労働省医政局堀江

国立病院機構管理室長、それから、労働基準局の清川労働保険徴収課長が見えております

ので、よろしくお願いいたします。 
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  恐縮ですが、時間は 10 分厳守ということでお願いいたします。 

○堀江国立病院機構管理室長  座ったまま失礼いたします。今、御紹介いただきました厚

生労働省医政局国立病院機構管理室長の堀江でございます。 

  お手元の資料４－①というところに「独立行政法人国立病院機構における医療費未収金

の督促業務について」ということでございまして、少し補足しながら、かつ５分程度で説

明させていただきたいと思います。 

  これは、様式に沿った形でのお答えになっておりますので、少し行き届かないところを

補足させていただきたいと思っておりますので簡単に申し上げますが、現行において未収

金の督促を国立病院機構の職員たるところの公務員でなければできないという特殊事情は

ありません。勿論、法制的には、業として行うことにつきましては、今は弁護士法の規制

があるわけでございますので、ただ、公務員でなければできないというふうに思っている

ということではございません。 

  ②でございますけれども、機構全体図はこのようになっていますということで、146 病

院でございますが、大体５万 9,000 床はあるというふうに御承知おきいただけたらと思い

ます。全国に約 163 万床ぐらい病床があるうちの３％強という感じになろうかと思ってお

ります。 

  ③でございまして、平成 18 年度７月末現在の医業未収金がどれぐらいありますかという

ことで、延べ４万 4,000 件で、金額にしますと 45 億円になります。 

  これだけ見ますと、少しイメージが湧きにくいものですから、かみ砕かせていただきま

すと、例えば 17 年度を例に取りますと、医業収益、言わば医業に関します収入でございま

すが、それが 6,990 億円。7,000 億円ぐらいだと思っていただいて、そのうちの未収金が 9.

8 億円、10 億円弱となっていまして、大体、収入の 0.14％ぐらいが未収になっています。 

  続きまして、２ページの方をお繰りいただきまして「（ア）共通事項」の４行目ぐらい

を見ていただきますと、先ほど申し上げましたように、国の行政機関ということであるか

らこそ、国でなければならないというような特別な事情はございません。 

  例えば、債権管理回収業に関する特別措置法で規定する特定金銭債権に医療費未収金と

いうものが追加されることになれば、それは民間医療機関同様、債権管理業者に委託する

ことができるという、頭の整理としてはそういうふうになろうかと考えております。 

  ただ、その後の判断としてどうかというところが、その下の（イ）の①にございますよ

うに、法令の解釈というのは所管省庁の法務省の方で行っていただいたらと思いますけれ

ども、患者あるいは患者家族等の経済的に不安定な地位に置かれている方に関します債権

についての回収業に委託するというのをドライにやっていいものかどうかというのが私ど

もの悩んでいるところでございます。 

  取り分け、その次の②の最初の○に書いてございますように、国立病院関係の分だけ特

定金銭債権として規定したというときに不公平感がある。 

  また、その下の○でございますけれども、国立病院の債権だけ債権回収業者さんに委託
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できて、ある意味でドライに強制的な取立てができるというのはいかにもバランスが悪い

というのが私どもの判断でございます。 

  といいますのは、債権の種類といたしますと、いろいろと債権回収業の行える事業、例

えばバブルの焦げつきのようなものの中に、この医療債権は入っておりませんし、また、

家賃債権なども入っていないというのと比較的近いような気がしているというのが私ども

の判断でございます。 

  ３ページでございますけれども、独立行政法人国立病院機構におきまして、16 年４月か

ら順次、クレジットカードによります支払いを進めるということで、言わば、先ほど申し

上げたようなことなんですけれども、当日、請求額が確定したときに、ちょうど、その持

ち合わせがなかったということが理由でまた後日となってずるずると行くというようなこ

とは避けるような工夫としてクレジットカードを入れております。 

  順次、146 病院あるうちの 130 病院近くまでは導入されておりまして、クレジットカー

ドでお支払いいただければ、それは特定金銭債権になりますので、病院の方としてみれば、

あとはクレジット会社の方にお願いできるというふうなことでございます。 

  私どもの方からは以上でございますが、１つだけ、４ページのところに細かな字でフロ

ー図が書いてございますが、補足的に申し上げて、下の方の左から３列目のところに「債

権回収業務の一部委託（法務大臣の承認を受けた債権管理回収業者の行う督促状の送付

等）」というのは、督促する案内状というものが今の時点での許されている範囲だという

ことでございます。 

  言葉遣いが少し荒っぽくて申し訳ございませんでしたが、私の方からの説明は以上でご

ざいます。 

○清川労働保険徴収課長  労働保険徴収課長の清川でございます。私の方から、労働保険

の徴収業務につきまして説明させていただきます。横長の「労働保険の徴収業務について」

ということで資料を付けさせていただいておりますので、それをごらんになりながらお聞

きいただければと思っております。かなり大部にわたりますので、概要だけお示ししたい

と思っております。 

  まず「１  労働保険の概要」でございますけれども、１枚目にございますように、労災

保険と雇用保険を総称したものということでございまして、労働者を原則一人でも雇って

いる事業所はすべて適用されるということで、適用事業数は平成 17 年度末で約 297 万と、

約 300 万事業所が対象でございます。これに対しまして、労災保険、雇用保険の一体の労

働保険料率を事業主の払う賃金総額にかけるということで出しております。 

  なお、それぞれの料率でございますけれども、労災保険につきましては各事業ごとの災

害率がかなり違いますので、それに見合った料率を、例えばかなり幅はございますけれど

も、工事現場などではかなり高く、一方、金融業あるいはサービス業などについてはかな

り低く設定されているというようなものでございます。 

  雇用保険は、季節労働者などが多いところを除けば、ほぼ一定ということでございます。 
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  １枚めくっていただきまして「２  労働保険の徴収業務」でございますけれども、まず、

最初のところに書かせていただいておりますが、徴収業務は公権力の行使に当たるという

ことで、保険料の職権による決定でございますとか、立入調査あるいは強制徴収を行うと

いったような公権力の行使に当たってくるということでございますので、政府が直接に関

与し、十分に運営責任を果たす必要があると考えております。 

  「業務の概要」で、（１）から（３）と書いておりますが、後にフローチャートを付け

ておりますので、そちらで詳しい説明をいたしたいと思っております。 

  しかしながら、３ページに書いておりますように、業務の効率的運営をということから、

外部資源の活用に努めているということでございます。 

  まず、一番大きいものが（１）のところで、労働保険事務組合制度というふうに書かせ

ていただいております。労働保険は、一人でも雇っていればその事業主に適用になるわけ

でございますので、非常に事業主の事務負担が大きいということから、例えば事業協同組

合、あるいは商工会などがそれをまとめて集めていただきまして、国に納付していただく

という制度を設けておるところでございます。 

  ここに書いておりますけれども、そういった事務組合が、今、全国で１万 1,159 組合、

そこに委託している事業所は 134 万事業所ということで、適用事業所のうちの 45％、ほぼ

半数が、この事務組合を使って納付を行っているという実態にございます。 

  また、１年に１度年度更新ということで、１年に１回額の確定などを行いますが、その

時期にだけかなり多量に業務が発生いたしますので、その受付などにつきましては社会保

険労務士等につきまして非常勤職員という形で活用させていただいているところでござい

ます。 

  併せて、平成 19 年度以降、総人件費改革の取組みの中で、ここに書いております年度更

新説明会の設営でございますとか、申告書の発送あるいはＯＣＲ入力、督促状の発行など

など、いわゆる公権力の行使に当たらないような業務につきましては、できる限り民間に

委託するということで、平成 19 年度以降は進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  １枚めくっていただきまして、労働保険の徴収事務の流れをフロー図という形で書かせ

ていただいております。 

  先ほど申しましたように、１年に一度、その年の保険料を申告・納付していただくとい

う制度を取っておりまして、今年度の見込み保険料を出していただくとともに、前年度の

確定保険料を申告していただきまして、それで精算をするという手続を取っております。 

 毎年１回、４月１日～５月 20 日に受付を行っておりますが、ここにも書いておりますよ

うに、労働局、労働基準監督署以外に金融機関でも受付を行うというふうにしておりまし

て、事業主さんが金融機関に持ってきていただければ、そこで納付していただいて、申告

書が後で金融機関から労働官署に来るというような手続になっております。 

  また、※のところに書いておりますが、公権力の行使に該当しないような業務について、
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例えば申告書を印刷・送付したり、事業所説明会というようなものは既に民間委託、ある

いは民間委託を予定するというようにしております。 

  そうして出てまいりました申告書につきまして受理し、内容を審査し、それをＯＣＲで

読み取り、保険料を収納するということで、内容の審査でございますとか収納というもの

は官署で行っておりますが、受付、あるいは書類のＯＣＲ入力、編綴・保管などは民間に

お願いするということでございます。 

  なお、その際、それが申告で出された場合に、実際の書類を見たときに、この賃金は余

りにも業種・業態に対比して低いのではないかという疑いがある場合には、算定基礎調査

ということで、事業所に行きまして、賃金台帳を見させていただきまして、その場で点検

させていただきまして、そこで保険料額を変更・決定するというような認定決定をしてお

ります。 

  そのように決定されました保険料につきまして督促するということで、督促状を送付い

たしますとともに、納付督励をし、督促に応じない場合には滞納整理を行うというふうに

させていただいているところでございます。 

  「５  業務実施体制」で、下のところでございますが、全国 47 都道府県それぞれに労働

局というものが設けられておりまして、それぞれのところで労働局の総務部に労働保険徴

収課というものが設けられております。 

  大規模局では、労働保険徴収のみで一つの課が成り立っておりまして、普通のところで

は労働保険徴収課（室）の中で適用関係業務あるいは事務組合関係業務等々をやっており

ますので、徴収の業務は徴収課の中の一部職員が行うというふうな形になっているところ

でございます。 

  １枚めくっていただきまして「６  業務量に関する指標の実績」でございますが、先ほ

ど話させていただきましたように、（１）は業務指標関係ということで、297 万事業所で、

事務組合等を活用するおかげで受付・審査は 196 万件。督促状を発行するものが 27 万件。

また、基礎調査が４万件。 

  こういったことを行った結果、徴収決定済額が、ここにございますように４兆 690 億円。

そのうち、実際に収納されたものが３兆 9,800 億円ということで、収納率は 97.86％、ほ

ぼ 98％ということでございます。 

  これにかかっている人員・予算は、人員として常勤の職員が各労働局・労働基準監督署

において 650 人。それから、先ほど一時的な年更時期については非常勤職員である程度対

応しているということでございまして、１万 4,000 人日ということになっております。 

○落合委員長  あと２分程度でお願いいたします。 

○清川労働保険徴収課長  それで、予算は 419 億円ということになっております。 

  最後でございますが「７  官民競争入札等の対象とすることへの考え方」でございます

が、やはり公権力の決定を行う業務であるということ。もう一つは、国民の権利義務に直

接影響を及ぼさない業務については、できる限り外部委託を進めているというようなこと
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もございますので、この中から更に官民競争入札の対象の業務を切り出すということは相

当難しいかなと正直思っております。 

  以上でございます。早くて恐縮です。 

○落合委員長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につきまし

て御意見・御質問をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  田島委員、どうぞ。 

○田島委員  事業主から申告が出たものについての徴収業務は理解したんですが、申告が

ないものについてはどのようになさるんでしょうか。 

○清川労働保険徴収課長  申告がないものについては、例えば保険関係が成立しているの

に申告がないというものにつきましては、当然、申告について督促をします。 

  それで、算定基礎調査のところに書かれておりますように、申告内容に疑義のある場合

と同様に、お願いしても出てこないところには直接行って、そこで賃金台帳を見せていた

だいて、職権で認定するということにいたしております。 

  その両方によって、保険料額を決定するということでございます。 

○田島委員  そうしますと、この収納率 97.86％というのは、本来、支払うべきであるに

もかかわらず申告をしていない者に対するものも含めた数値ということですか。 

○清川労働保険徴収課長  そうでございます。 

○田島委員  私の周りで、申告をしていないにもかかわらず、そういう徴収の対象になっ

た例は聞かないんですけれども、どの程度の把握率になっているかという、それもなかな

か難しいとは思いますけれども、どのような形でそういうものについての発掘の作業をな

さっているんでしょうか。 

○清川徴収課長  そこは２つ問題がありまして、１つはそもそも保険関係が成立していな

い、事業所がそのような形で成立されているということを当局が把握していない場合、つ

まり未適用事業所ということがあるんですけれども、その未適用事業所が、当然、未適用

ですから、はっきりした数は把握していないものの、それが一定数あるということは事実

であろうかと思っております。それについては、いろいろな情報を基に、この徴収業務と

は別途、未適用事業所について適用対策を確実にするという意味で、未適一掃事業という

ものをやっています。 

  ここでポイントになっているのは、先ほど申告がないと言いましたけれども、例えば平

成 16 年度に申告があったのに、17 年度は出てこないというような保険関係が成立してい

ないのに、今年度申告書が出てきていないというような事業所に関しましては確実に申告

を促して、来なければ実際に行って、そういった形で算定基礎調査などを基に職権で認定

するという形を取っておりますので、そういったものについてはすべてカバーしていると

いうふうに考えていただいて結構かと思います。 

○落合委員長  ほかにございますでしょうか。 

  斉藤委員長代理、どうぞ。 
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○斉藤委員長代理  堀江さんの方で、未払いの医療金というのは零コンマ数％だというこ

とですけれども、いただいた資料の中で、岩手でしたか、あの辺で県立病院だけで４億円

を超える未払金があるとか、全病院だと 200 何十億円の未払金が積み上がっているとか、

やはり地方の財政、特に県立病院などから比べますと、４億円、３億円というようなお金

が未払いであるということ自体が、同じことを言うんですけれども、やはり１つは払って

いる人と比べて非常に不公平だということもあります。 

  確かに、いろいろなほかのコストが上がったりして払えないという問題もあるんでしょ

うけれども、それはほかの所得ベースのデータで、それは横のデータがないのかもしれま

せんが、とらえられる。そういうものはエグゼンプトして、一般商事債権に近いように思

えるんです。ですから、ファクタリング業務に近いのではないか。 

  勿論、そんなドライにできない世界だといってしまえばそれまでで、行動は取れないと

思います。だけれども、払っている人から見ると非常におかしな話で、払わない人、勿論、

病気だからいろいろ考えなければいけない。これは当然なんですが、それをずるずる４億

円、３億円を地方の財政負担から考えると、放っておくこと自体がやはり問題だと思いま

す。 

  ですから、やはり確かにサービサーの中に入れられるのかどうか。これは限定されてい

るわけで、そこはまた法律の問題になるんでしょうけれども、これを民間には下ろせない

んだと決めつけないで、どうしたら民間を使ってでも回収できるかというような発想はな

いんでしょうか。 

○堀江国立病院機構管理室長  いただいたお題が国立病院の未収金の回収ということだっ

たものでございますので、まず、申し上げましたように、国立病院の未収金が、ほかと比

べて特別な位置づけになるほどではございませんと申し上げています。ただ、国立病院の

部分だけ未収金を債権回収業に委託するというのは、社会的な理解が得にくいのではない

かというのが一つの論点でございます。 

  その上で、医業未収金について、そもそも全体として債権回収業の事業目的の中に入れ

られるようにすべきかどうかは、私ども国立病院機構を管理する立場からすれば、国立病

院機構、あるいは病院の運営者からすれば、それはありがたい話ですというのがあるのは

間違いございません。 

  それは、今、おっしゃられました県立病院、市民病院、そこは私どもの担当外でござい

ますが、医業未収金自体について、それなりにどちらの医療機関も頭を悩ませていますし、

それから電話で督促をしようとすれば、うちのお父さんがどうしても、今、働けないので、

必ずお返ししますのでということになってしまって、そういうウェットな話になかなか手

を焼いているのには間違いはございません。 

  ただ、それを入れるかどうかというところについて、いろんな債権がありますというも

のの中に、家賃もしかり、それから医業の未収金もしかり、すべて入れていく中において、

これは債権回収業者の事業の中に入れていただくということであるならば、それは二もな
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く三もなく、それは管理する側としてはありがたいです。 

  ただ、それが入れていく際のプライオリティーとして、今、私も不勉強でございますが、

債権管理回収業についての 22 項目の中に位置づけていくようなものの 23 番目、24 番目に

やるのかといいますと、家賃債権から医業未収金という辺りは少し慎重目に、後ろの方に

いる人たちからすると手を挙げたいぐらいのところでもあるわけですけれども、そこも少

し抑制的でなければいけないかなということでございます。 

○落合委員長  ほかにいかがでしょうか。 

  河審議官、どうぞ。 

○河審議官  今、堀江室長がおっしゃる意味はよくわかるんですけれども、医療関係の未

収金というのは、厚生労働省の中で堀江室長の直接の御担当とは思いませんけれども、そ

ういう分野に深く、広く、これまで携わってこられた堀江室長に期待をしまして、この医

療の未収金全般の問題について、その中には、今、直接、御担当されている国立病院もお

ありだろうと思いますが、御検討いただけませんでしょうか。 

  国立病院としてどうするかという御判断をされる室長でいらっしゃると思いますけれど

も、併せて医療の未収金問題というものが広く、深くあって、それぞれ各省、いろいろな

ところにあると思いますけれども、ある面では医療保険の話でもあり、医療制度の話でも

ありますので、ここに来られたことが不幸だと思って、是非まとめて御検討いただければ

と思います。 

○堀江国立病院機構管理室長  また、そこは法務省などにも教えていただきながら、私ど

もも 23 番目、24 番目に当たる辺りにどんなものがあり得て、その当時の経過として、ま

さに最初に申し上げましたようなドライなものとして、どこまでしていいというような御

判断がもともとあったのかなかったのかという辺りも少し勉強させていただきたいと思い

ます。 

○落合委員長  森委員、どうぞ。 

○森委員  労働保険のことですけれども、事業所の数が 300 万近くあって、実際に年間実

地調査件数が４万件ぐらいということは、650 人の皆さん方が一生懸命実地調査をやられ

て、業務量も大変多いんでしょう。 

  しかし、逆に言いますと、実地調査をやって、そして適用事業所を発掘する、あるいは

ペナルティーを科していかなければいけないものはやっていくということに重点を置いて

いった方が、先ほど来、例えば医療の問題もそうなんですけれども、いわゆる正直者が、

きちんとやっている者がばかを見るような社会の状態というのは、やはりこれから直して

いかないと大変なことになってくると思います。そういうところへ業務の軸足を持ってい

った方が、私はかえっていいのではないかと思います。 

  逆に言いますと、出せるものはどんどん出していくというスタンスの方がいいのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○清川労働保険徴収課長  御指摘は、まさにそのとおりだと思っておりまして、いわゆる
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労働保険の関係では、こういう徴収の関係と適用の関係という大きな二本柱がございまし

て、特に未適用事業所につきまして加入促進を進める。 

  これは、国だけではなくて、さっき申しました労働保険事務組合も中小企業の実態はよ

くわかっておりますので、事務組合の協力も得ながら、未適用事業所を一掃するというこ

とで、10 月は適用促進月間となっておりますが、そういったものも含めて、かなり努力を

してきているというものもございますので、御指摘のとおり、そういった実際に成立して

いるところについての徴収を徹底するだけではなくて、未適用事業所につきましてもそう

いった事務組合などの民間のお力なども借りながら、できる限り未適用事業所一掃という

形で政策目標を現在掲げていっているところでございます。 

○落合委員長  ほかにいかがでしょうか。 

  どうぞ、樫谷委員。 

○樫谷委員  まず、国立病院機構の御担当の堀江室長に聞きたいんですが、資料４－①の

１ページのところで、45 億円あるんだということなんですが、これは医療未収金の患者負

担が 45 億円ということですね。 

○堀江国立病院機構管理室長  そうです。 

○樫谷委員  それの収益ベースが、6,990 億円でしたか。 

○堀江国立病院機構管理室長  先ほど補足で平成 17 年度分として申し上げましたのは、4

5 億円のうち 17 年度分として約 9.8 億円でございます。そういうものでございまして、で

すから、過去ずっと含めた部分の 45 億円ということになります。 

○樫谷委員  不良債権部分が 45 億円ということでよろしいわけですか。 

○堀江国立病院機構管理室長  未収金の蓄積が 45 億円という意味でございます。私どもの

国立病院機構の方で貸し倒れになっていないというところを全部入れると 45 億円でござ

いまして、言わば昨年度、平成 17 年度の部分を全部不良債権というレッテルを張っている

わけではございません。 

○樫谷委員  それから、労働保険の方なんですが、未適用事業所は理論値としてどのぐら

いあるとか、そういうようなものは把握されていないんですか。その中に、どの程度のも

のが未収になっているか、これは理論値なんですけれども、推測でしょうか。 

○清川労働保険徴収課長  あくまで推測値としてお聞きいただければいいかと思いますが、

まず、事業所・企業統計調査、センサスの事業所数から適用事業所数、あるいはいろいろ

適用関係がありますので、それを差し引きますと 47 万ぐらい、これは非常に粗い推計でご

ざいますし、異なる調査、また時点が違うものなので恐縮でございますが、47 万ぐらいが

あるのではないかと思います。 

  そういったものに対しまして、未手続事業一掃対策ということで、そういったものに対

する加入勧奨などをやっておりまして、例えば平成 17 年度に把握した未手続事業所につき

ましては 12 万件ということで、それらに対しましていろいろ指導を行った結果、自主的に

成立した件数３万 5,000 件とか、そういったふうな形で進めてきておるところでございま
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す。 

  ですから、オーダー的には、そういった徴収に関わります調査以上に未手続事業所に対

します把握、あるいは加入促進というものに力を入れているということでございます。 

○落合委員長  まだまだ御意見・御質問があるかと思いますけれども、予定された時間が

まいりましたので、これで厚生労働省のヒアリングを終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。それから、法務省の田辺参事官、ずっと御出席いただきましてあり

がとうございました。 

（厚生労働省及び法務省関係者退室） 

○落合委員長  それでは、本日の監理委員会はこれで終了ということにいたします。 

  本日のヒアリングで質問できなかった点や、議論が十分できなかったという点につきま

しては、御意見を事務局の方に御連絡くださるようお願いいたします。事務局から各省に

問い合わせを行うなど必要な対応をした上で、その結果を委員間で情報を共有できるよう、

各委員に御連絡させていただきます。 

  次回は、９月 20 日の 14 時から開始いたしまして、引き続き各省からのヒアリングを実

施する予定です。 

  本日はありがとうございました。 

 


